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 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理 

する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年３月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第８号 

   富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市    

   町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理 

する事務の範囲を定める規則（平成12年富山県規則第35号）の一部を次のように改 

正する。 

 第２条の表の14の項の右欄中第11号の次に次の１号を加える。 

 ⑾の２ 法第52条第６項第３号の規定による認定の申請の受理、調査及び県への 

  送付並びに申請に対する決定の通知に係る経由事務 

 第２条の表の14の項の右欄の第16号中「第55条第３項各号」を「第55条第３項又 

は第４項各号」に改め、同欄の第18号の４の次に次の１号を加える。 

 ⒅の５ 法第58条第２項の規定による許可の申請の受理、調査及び県への送付並 

  びに申請に対する決定の通知に係る経由事務 

 第５条の表の20の項の右欄の第１号中「第10条第２項」を「第10条第３項」に改 

め、同表の25の項の次に次のように加える。 
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26 特例条例別表第４第29の２ 

 項に規定する富山県ふぐの取 

 扱いに関する条例（平成22年 

 富山県条例第18号。以下この 

 項において「条例」という。） 

 及び条例の施行に関する規則 

 に基づく事務のうち、施行規 

 則で定めるもの 

⑴ 条例第４条第１項の規定による免許の申請 

 の受理及び県への送付 

⑵ 条例第６条第１項の規定によるふぐ処理師 

 免許証（以下この項において「免許証」とい 

 う。）の交付に係る経由事務 

⑶ 条例第６条第２項の規定による免許証の書 

 換え交付の申請の受理及び県への送付並びに 

 免許証の書換え交付に係る経由事務 

⑷ 条例第６条第３項又は第４項の規定による 

 免許証の再交付の申請の受理及び県への送付 

 並びに免許証の再交付に係る経由事務 

⑸ 条例第６条第５項又は第10条第３項の規定 

 による免許証の返納の受理及び県への送付 

⑹ 条例第７条の規定による届出の受理及び県 

 への送付 

⑺ 富山県ふぐの取扱いに関する条例施行規則 

 （平成22年富山県規則第35号）第11条に規定 

 するふぐ処理師講習会受講申込書の受理及び 

 県への送付 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

                       （ワンチームとやま推進室）  
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